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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】見開き可能な被保持体を見開き状態で安定的・
継続的に保持することができる保持具を提供する。
【解決手段】保持具Ｍは、見開き可能な被保持体を見開
き状態で保持するために、底板部２１と、被保持体の寄
りかかりを可能とするように底板部２１の後端部分から
立ち上る背面部１１と、背面部１１への被保持体の寄り
かかりを維持するように底板部２１の前縁に形成される
ストッパ部３１と、起立を維持するように背面部１１に
形成される支脚部５１、６１を備える。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　見開き可能な一つ以上の被保持体を見開き状態で保持する保持具であって、
　底板部と、
　前記被保持体の寄りかかりを可能とするように前記底板部の後端部分から立ち上る背面
部と、
　前記背面部への前記被保持体の寄りかかりを維持するように前記底板部の前縁に形成さ
れるストッパ部と、
　自保持具の起立を維持するように前記背面部に形成される支脚部と
　を備えることを特徴とする保持具。
【請求項２】
　前記底板部の横幅及び奥行きの各寸法が、略１７０ｍｍ及び略３０ｍｍであり、
　前記背面部の横幅及び高さの各寸法が、略１７０ｍｍ及び略１７０ｍｍであり、
　前記ストッパ部の横幅及び高さの各寸法が、略１７０ｍｍ及び略７０ｍｍ又は略４０ｍ
ｍであることを特徴とする請求項１に記載の保持具。
【請求項３】
　前記底板部の横幅及び奥行きの各寸法と、前記背面部の横幅及び高さの各寸法と、前記
ストッパ部の横幅及び高さの各寸法との比が、略１７０：略３０：略１７０：略１７０：
略１７０：７０又は略４０であることを特徴とする請求項１に記載の保持具。
【請求項４】
　前記支脚部は、組立て完成状態における前記背面部を正立から角度略３０度後傾させる
ように支持することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の保持具。
【請求項５】
　組立て完成状態における前記底板部が前記背面部となす角度は略９０度であることを特
徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の保持具。
【請求項６】
　前記支脚部は、前記背面部の両側端に形成されることを特徴とする請求項１から５のい
ずれか１項に記載の保持具。
【請求項７】
　前記底板部の奥行きの寸法及び前記ストッパ部の高さの寸法を共に切り替えるための２
つ以上の折り曲げ部を備えることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の保
持具。
【請求項８】
　前記ストッパ部の上縁は曲線状であることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項
に記載の保持具。
【請求項９】
　少なくとも一部分は可撓性平板により形成されることを特徴とする請求項１から８のい
ずれか１項に記載の保持具。
【請求項１０】
　一枚の可撓性平板を折り曲げることにより形成されることを特徴とする請求項１から９
のいずれか１項に記載の保持具。
【請求項１１】
　前記可撓性平板は、透過性を有することを特徴とする請求項９又は１０に記載の保持具
。
【請求項１２】
　前記可撓性平板は、樹脂からなることを特徴とする請求項９から１１のいずれか１項に
記載の保持具。
【請求項１３】
　前記樹脂は、ＰＥＴであることを特徴とする請求項１２に記載の保持具。
【請求項１４】
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　前記可撓性平板は、厚み寸法が略０．２ｍｍ～１．２ｍｍであることを特徴とする請求
項９から１３のいずれか１項に記載の保持具。
【請求項１５】
　少なくとも前記ストッパ部に視覚により認識可能な表示を付加可能であることを特徴と
する請求項１から１４のいずれか１項に記載の保持具。
【請求項１６】
　閉じた状態の前記被保持体のおもて表面が見えるように面陳列が可能であることを特徴
とする請求項１から１５のいずれか１項に記載の保持具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、見開き可能な被保持体を見開き状態で保持することができる保持具に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、書店やレンタルショップ等では、書籍、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤ等の見開き可能な被
保持体を閉じた状態における平板状で収納して、書籍等のおもて表紙等を手前側に向けて
面陳列して、顧客へ商品内容を明確に訴求する陳列具が使用されている。
【０００３】
　関連技術として、書籍、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオカセット等の平板状の商品のおも
て表面が見えるように面陳列でき、組み立て折り畳みが自在な陳列器具であって、組み立
て状態にあって、底板部と、被陳列物の寄りかかりを可能とするために底板部の後端から
立ち上る斜面部と、この斜面部への被陳列物の寄りかかりを保持するために底板部の前縁
に形成されるストッパ部と、陳列器具の正立を維持するために斜面部の両側端に形成した
支脚部とを具えて折り曲げ可能または折り曲げ・復元可能な樹脂材で一体平板状に形成し
て、各部の間に形成した谷折り又は山折りが可能な折曲手段により組み立ておよび折畳み
が自在なように構成した面陳列器具に関する技術が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】登録実用新案第３１６９１２８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の関連技術は、見開き可能な被保持体を閉じた状態において面陳列
することを主目的とし、見開き可能な被保持体を見開き状態で安定的・継続的に保持する
ことは困難であった。
【０００６】
　本考案の目的は、見開き可能な被保持体を見開き状態で安定的・継続的に保持すること
ができる保持具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案の保持具は、
　見開き可能な一つ以上の被保持体を見開き状態で保持する保持具であって、
　底板部と、
　前記被保持体の寄りかかりを可能とするように前記底板部の後端部分から立ち上る背面
部と、
　前記背面部への前記被保持体の寄りかかりを維持するように前記底板部の前縁に形成さ
れるストッパ部と、
　自保持具の起立を維持するように前記背面部に形成される支脚部と
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　を備えることを特徴とする。
　このように構成することにより、背面部に被保持体を見開き状態で寄りかからせて、か
つ、ストッパ部により被保持体を滑らないように固定するとともに、支脚部により所定の
重量の負荷が加えられても起立状態を維持するので、被保持体を見開き状態で安定的・継
続的に保持することができる保持具を提供可能である。
【０００８】
　本考案の保持具は、
　底板部の横幅及び奥行きの各寸法と、背面部の横幅及び高さの各寸法と、ストッパ部の
横幅及び高さの各寸法との比が、略１７０及び略３０対略１７０及び略１７０対略１７０
及び略７０又は略４０であることを特徴とする。
　このように構成することにより、書籍の単行本サイズであるＡ５（縦２１０ｍｍ×横１
４８ｍｍ）やＢ５（縦２５７ｍｍ×横１８２ｍｍ）の被保持体を前方に倒れ込むことを防
止ししつつ、見開き状態で安定的・継続的に最適に保持することができる。
【０００９】
　本考案の保持具は、
　支脚部は、組立て完成状態における背面部を正立から角度略３０度後傾させるように支
持することを特徴とする。
　このように構成することにより、背面部に寄りかかる被保持体を背面部の後傾に沿って
後傾させて前方に倒れ込むことを防止して被保持体を見開き状態で安定的に保持すること
ができる。さらに書店等への来客の目線が下向きになることに対して上方へ見開き面を向
けることで被保持体の少なくともストッパ部から上方にはみ出た部分の視認性が向上する
。
【００１０】
　本考案の保持具は、
　組立て完成状態における底板部が背面部となす角度は略９０度であることを特徴とする
。
　このように構成することにより、所定の厚みを有する被保持体の底面部を底板部に接触
させた状態で被保持体を後傾させることが可能となり、より安定的に保持することができ
る。
【００１１】
　本考案の保持具は、
　底板部の奥行きの寸法及びストッパ部の高さの寸法を共に切り替えるための少なくとも
２つ以上の折り曲げ部を備えることを特徴とする。
　このように構成することにより、被保持体が単数である場合に比して複数である場合に
は底板部の奥行きを大きくして（ストッパ部の高さは低くなる）、保持具の使い勝手に幅
を持たせることができる。
【００１２】
　本考案の保持具は、
　少なくとも一部分は可撓性平板により形成されることを特徴とする。
　このように構成することにより、全体の曲げ特性や撓みにより、組み立てが容易、かつ
曲面を備える独特の形態を構成することもできる。
【００１３】
　本考案の保持具は、
　一枚の可撓性平板を折り曲げることにより形成されることを特徴とする。
　このように構成することにより、独立の材料を必要としなく、また、特別な道具を必要
とすることなく手で折り曲げることにより組み立てられるので、極めて便利である。一枚
の可撓性平板を郵送することによりユーザに簡単に低コストで大量に送ることもできる。
また、使用後の保持具の解体・分解も容易に行うことができる。
【００１４】
　本考案の保持具は、
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　前記可撓性平板は、透過性を有することを特徴とする。
　このように構成することにより、被保持体を外部から視認可能となるので、展示効果が
大きくなる。
【００１５】
　本考案の保持具は、
　前記可撓性平板は、樹脂からなることを特徴とする。
　このように構成することにより、紙等と異なり耐久性や重量等の点で有利となる。
【００１６】
　本考案の保持具は、
　前記樹脂は、ＰＥＴであることを特徴とする。
　このように構成することにより、リサイクルも可能で環境にも配慮することができ、ユ
ーザも利用意欲が高くなるという顕著な効果を奏する。
【００１７】
　本考案の保持具は、
　前記可撓性平板は、厚み寸法が略０．２ｍｍ～１．２ｍｍであることを特徴とする。
　このように構成することにより、折り曲げが容易となることに加えて、板状体が所定の
サイズの場合に、曲げ特性・撓み具合と相まって実現される組立て時の容易性、形態保持
力等から、保持具を板状体から形成することができる。
【００１８】
　本考案の保持具は、
　少なくとも前記前面部に視覚により認識可能な表示を付加可能であることを特徴とする
。
　このように構成することにより、視認し易い前面部等において印刷等による名入れや宣
伝広告等が可能となる。
【００１９】
　本考案の保持具は、
　閉じた状態の前記被保持体のおもて表面が見えるように面陳列が可能であることを特徴
とする。
　このように構成することにより、見開き状態のみでなく面陳列も可能となり用途が拡大
する。
【考案の効果】
【００２０】
　本考案によれば、見開き可能な被保持体を見開き状態で安定的・継続的に保持すること
が可能な保持具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本考案の実施の形態に係る保持具の組立て用基板の平面図である。
【図２】本考案の実施の形態の保持具の組立て完成斜視図である。
【図３】本考案の実施の形態の保持具の使用状態を示す斜視図である。
【図４】本考案の実施の形態の保持具の異なる組立て完成斜視図である。
【図５】本考案の実施の形態の保持具の異なる使用状態を示す斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本考案の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。本実施形態の保持具Ｍは、全
体を折り曲げ・復元可能な樹脂、金属又は紙などの略Ｔ字状の平板に折曲線を設定して接
着剤などの固定手段を使わずに、その形態を折り曲げ、切り込み線への所要部分の挿入固
定により設定することが望ましい。すなわち、平板状のものを所定部分で折り曲げなどの
作業により簡単に組み立てて保持具Ｍを完成できるから輸送、集積コストの低減や使用後
の分解により簡単に平板状に復することができて良好な使い勝手を実現できる。
【００２３】
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　図１に示すように、組立て用基板Ｐは、透明の樹脂であるＰＥＴ（ポリエチレンテレフ
タラート）からなる平板略長方形状の組立て用基板であり、原背面部１、原底面部２、原
ストッパ部３、原支脚部５、６を有している。これらの原背面部１、原底面部２、原スト
ッパ部３、原支脚部５、６は組み立て後に、後述するように背面部１１、底面部２１、ス
トッパ部３１、支脚部５１、６１をそれぞれ構成することとなる。なお、ＰＥＴは、リサ
イクル容易で、コスト低廉、軽量との利点を有し、材料自体が地球環境に優しく、しかも
美麗で高級感を醸し出すことができる。
【００２４】
　正方形状の原背面部１の下端は、折曲線１ａ部分で原底面部２の上端とつながっており
、原底面部２の下端は折曲線２ａ部分で原ストッパ部３の上端とつながっている。なお、
折曲線２ｂについては後述する。また、正方形状の原背面部１の左右両端は、折曲線５ａ
及び折曲線６ａ部分で原支脚部５、６とつながっている。
　各折曲線はプレスにより押圧薄部が点線状に形成されていて折り曲げが容易になってい
る。また、折曲部としての各折曲線は折り曲げが可能であればどのように形成されていて
もよい。
【００２５】
　原ストッパ部３の下端に形成された切欠け部４は直線ではなく上に凹む曲線状をなして
いる。
　また、原支脚部５、６は対象形状の略三角形状であり、折曲線５ａと原支脚部５の下辺
のなす角度は略６０度であり、折曲線６ａと原支脚部６の下辺のなす角度も略６０度であ
る。
【００２６】
　本実施の形態における、保持具Ｍのサイズは、透明ＰＥＴの厚さ寸法が０．８ｍｍ、平
板状態時のサイズは原背面部１、原底面部２及び原ストッパ部３は横１７０ｍｍで、原背
面部１は縦１７０ｍｍ、原底面部２は縦３０ｍｍ、原ストッパ部３は縦７０ｍｍ（折曲線
２ｂより上方３０ｍｍ・下方４０ｍｍ）である。
　このサイズの場合、例えば、Ａ５、Ｂ５、Ｂ６サイズの書籍等が見開き状態でコンパク
トに保持できる。また、組立て用基板Ｐを郵送等によりユーザに配送する際に、そのまま
の形態で又は少なくとも２つ折りにすれば適切に封筒に収まるので取り扱いの便宜が図ら
れ、コストの低減も図られる。
【００２７】
　次に、組立て用基板Ｐを組み立てて保持具Ｍを完成する手順を説明する。なお、山折り
、谷折り等は、図１を上面図とした場合における方向を前提とする。
　まず、組立て用基板Ｐの傷防止用フィルムを剥がす。そして、組立て用基板Ｐの折曲線
１ａ及び折曲線２ａに沿って谷折りし、原底面部２に対して原背面部１と原ストッパ部３
を略９０度の角度に起立させて側面視において略コ字状とする。
　さらに、組立て用基板Ｐの折曲線５ａ及び折曲線６ａに沿って山折りし、原底面部２に
対して原支脚部５と原支脚部６を略９０度の角度に起立させ上面視において略コ字状とす
る。なお、ＰＥＴの撓み・曲げ特性により所定の重量以下の負荷（書籍等の重み）が加え
られた場合であっても略コ字状が保持される。
【００２８】
　図２に示すように、組立て完成状態の保持具Ｍは、ＰＥＴからなる板材を折り曲げて背
面部１１、底面部２１、ストッパ部３１、支脚部５１、６１が一体に形成されている。
　背面部１１は、原支脚部５、６の形状に基づいて、正立（垂直状態）から角度略３０度
ほど後傾している。底面部２１は載置台の水平面に全体が接している状態ではないが、全
体が接している状態等に形成されていてもよい。
【００２９】
　保持具Ｍの背面部１１、底面部２１及びストッパ部３１により形成される空間に上方又
は側方から被保持体Ｂを見開き状態で挿し入れて適宜の位置で保持させる。
【００３０】
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　図３は、保持具Ｍにより被保持体Ｂを保持した状態を示す図である。被保持体Ｂとして
は、例えば、見開き可能な書籍（Ａ５、Ｂ５、Ｂ６等）、パンフレット、リーフレット類
を広く含み、さらに、レシピカードを含む各種カード・葉書・案内書・カタログあるいは
薄型板状の電子機器・化粧品・小物商品などがある。ここでは書籍として図３に示す。４
が曲線状であることから看者の美観に訴える効果を奏する。
【００３１】
　被係止体Ｂの底部と保持具Ｍの底面部２１はほとんど密着している。また、被係止体Ｂ
の見開き面に対向する背面部は保持具Ｍの背面部１１に沿って密着しているか、あるいは
わずかな隙間が生じているに過ぎない状態となる。被係止体Ｂの見開き面は保持具Ｍのス
トッパ部３１により閉じた状態に戻ることなく見開き状態が保持される。なお、保持具Ｍ
の背面部１１の角度略３０度の後傾に導かれて被係止体Ｂの見開き面もやや上方に向くこ
ととなる。
【００３２】
　保持具Ｍは、例えば、書店などにおけるカウンターや書籍等の陳列棚、及び家庭におけ
る料理時のテーブルの上などに設置されてよい。
【００３３】
　もちろん被保持体Ｂは、見開き状態のみでなく、閉じた状態のおもて表紙を正面にした
状態で保持されることであってもよい。この場合、被保持体Ｂの下端はストッパ部３１に
より押さえられる。また、被保持体Ｂとしての書籍の背表紙は側方に位置して視認可能と
なる。
【００３４】
　上記のような構成により、簡易に安定した形態の、保持具Ｍを提供することができる。
また、使用後の保持具Ｍの解体・分解も容易に行うことができる。
【００３５】
　次に、図４を参照して、本実施の形態における保持具Ｍを異なる組立て完成状態として
用いる場合について説明する。
　上記の組立て用基板Ｐの折曲線２ａに沿って谷折りして原底面部２に対して原ストッパ
部３を起立させることなく、原底面部２の下端は折曲線２ｂ部分で原ストッパ部３の上端
とつながっているものとしてもよい。
　すなわち、組立て用基板Ｐの折曲線２ｂに沿って谷折りして原底面部２に対して原スト
ッパ部３を起立させる。
　このようにして底面部２１の奥行きの寸法を大きくすることで、図５に示すように、被
保持体Ｂを複数保持するスペースを確保することができる。後方に大型の書籍を保持し、
前方に小型の書籍を保持することで複数の内容を展示すること等も可能となる。
　また、上記の折曲線２ａと切り替えて利用することも可能であり両形態のメリットを享
受できる。
【００３６】
　[その他の変形例]
　保持具Ｍのストッパ部３１の前面部等に印刷（名入れ）や紙等による文字、図形等の表
示を行い宣伝広告等に用いることであってもよい。ＰＥＴであるので簡単にフルカラー印
刷が可能である。前面部に引っ掛けるように逆Ｖ字状に２つ折りにして広告用紙を係止さ
せてもよい。このとき、２つ折りにした広告用紙は、手前側が長く前面部の前方に広告が
表示される態様であっても、手前側が短く前面部の後方（保持空間内）に広告が表示され
て透明な前面部を透過して表示が視認可能な態様であってもよい。また、前面部に２つ折
りにした広告用紙を係止させることなく、前面部の後方（保持空間内）に広告用紙を立て
かけたり、貼付等することで広告が表示されることであってもよい。さらに、前面部の前
方側に直接、広告用紙を貼付等することで広告が表示されることであってもよい。
　これにより、商品としての被保持体Ｂの訴求性を高めることができる。
　上記の実施の形態では、保持具Ｍは、全体を透明の樹脂材であるＰＥＴにより形成して
いるが、少なくとも一部分を着色や不透明の材料で形成することはもちろん、紙材等、公
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　上記の実施の形態では、保持具Ｍは、基本的には一枚のＰＥＴを折り曲げることにより
形成しているが、保持具Ｍが背面部、底面部、ストッパ部、支脚部等を備えるということ
は、一枚板の折り曲げによる構成のみを意味するのでなく、別個の各部材（平板に限らな
く凹凸がある部材を広く含む）を適宜に連接固定して形成されるもの等を包含するもので
あることは言うまでもない。
　上記の実施の形態における、保持具Ｍの背面部、底面部、ストッパ部、支脚部等は、任
意の数、位置、形状等に形成されることであってよい。これには、曲線状の切欠け部４が
直線状等であることを含む。
【００３７】
　その他、一々例示はしないが、本考案は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、各構
成部分の大きさや形状を含む種々の変更が加えられて実施されてよい。
【符号の説明】
【００３８】
　Ｍ　　　　　　保持具
　Ｐ　　　　　　組立て用基板
　１　　　　　　原背面部
　（組み立て前の背面部）
　２　　　　　　原底面部
　（組み立て前の底面部）
　３　　　　　　原ストッパ部
　（組み立て前のストッパ部）
　４　　　　　　切欠け部
　５、６　　　　原支脚部
　（組み立て前の支脚部）
　１ａ～６ａ　　折曲線
　１１　　　　　背面部
　２１　　　　　底面部
　３１　　　　　ストッパ部
　５１、６１　　支脚部
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